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平成４年３月１２日 

条例第３号 

改正 平成１２年３月１６日条例第８号 

平成１４年２月１日条例第１号 

平成１７年３月２５日条例第１０号 

平成２５年１２月１３日条例第４９号 

平成２５年１２月１３日条例第５０号 

（設置） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７７条の２第１項の規

定により滝沢市都市計画審議会（以下「審議会」という。）を設置し、同条第３項の規

定により、審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員１３人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 市議会の議員 

（２） 学識経験を有する者 

３ 前項に定めるもののほか、市長は、次の各号に掲げる者のうちから委員を委嘱し、又

は任命することができる。 

（１） 岩手県及び関係行政機関の職員 

（２） 滝沢市に住所を有する者 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（臨時委員及び専門委員） 

第３条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置

くことができる。 

２ 審議会に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。 

３ 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。 

４ 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事

項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長を置き、第２条第２項第２号の委員の中から委員の選挙によってこ

れを定めるものとする。 

２ 審議会に会長の指名により、委員の承認をもって副会長１人を置く。 
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３ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開く

ことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否

同数のときは、議長の決するところによる。 

（常務委員） 

第６条 審議会は、その権限に属する事項で審議会の委任を受けた軽易なものを処理させ

るため、常務委員会を置くことができる。 

２ 常務委員会は、会長の指名した委員をもって組織する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

ただし、審議会の運営、議事等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月１６日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例に基づく規則若しくは教育委員会規則の

規定によりされた許可の処分その他の行為（以下「処分等の行為」という。）又はこの

条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例に基づく規則若しくは教育委員会規則の規

定によりされている許可の申請その他の行為（以下「申請等の行為」という。）は、改

正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされた処分等の行為又は申請等の行為とみな

す。 

３ この条例の施行前に行った行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

附 則（平成１４年２月１日条例第１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２５日条例第１０号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年１２月１３日条例第４９号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月１３日条例第５０号） 

この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

 


